
令和 4年 1月 1日岡山県神社庁庁報（1）� 第 132 号

岡
山
県
神
社
庁

教
化
委
員
会

　広
報
部
会

〒
7
0
3

‒

8
2
7
2
　
岡
山
市
中
区
奥
市
3

‒

22

Ｔ
Ｅ
Ｌ
　
0
8
6

‒

2
7
0

‒

2
1
2
2

Ｆ
Ａ
Ｘ
　
0
8
6

‒

2
7
0

‒

2
1
2
3

http://w
w
w
.okayam

a-jinjacho.or.jp/

発 行 所

祝
祭
日
に
は
国
旗

を
掲
げ
ま
し
ょ
う

�

皇
紀
二
六
八
二
年
壬
寅
歳

岡
山
県
神
社
庁

　
　
　

庁　

長　
　

牧　
　
　

博　

嗣

　
　
　

副
庁
長　
　

藤　

山　

知
之
進

　
　
　
　

〃　
　
　

佐
々
木　

講　

治

　
　
　

理　

事　
　

戸　

部　

廣　

徳

　
　
　
　

〃　
　
　

太　

田　

浩　

司

　
　
　
　

〃　
　
　

林　
　
　

浩　

平

　
　
　
　

〃　
　
　

上　

月　

良　

典

　
　
　
　

〃　
　
　

福　

田　

真　

人

　
　
　
　

〃　
　
　

粟　

井　

睦　

夫

　
　
　
　

〃　
　
　

春　

名　
　
　

明

　
　
　
　

〃　
　
　

藤　

原　

光　

利

　
　
　
　

〃　
　
　

佐　

藤　

達　

海

　
　
　

監　

事　
　

近　

藤　

有　

生

　
　
　
　

〃　
　
　

髙　

山　

命　

之

協
議
員
会
議
長　
　

室　

山　

晃　

一

岡
山
県
神
社
総
代
会

　
　
　

会　

長　
　

中　

島　
　
　

博

【
事
務
局
】

　
　
　

参　

事　
　

瀧　

本　

文　

典

　
　
　

主　

事　
　

岡　

本　

好　

範

　
　
　

録　

事　
　

山　

田　

容　

子
年
新
賀

高梁市成羽町　八幡神社（郷社）



令和 4年 1月 1日 岡山県神社庁庁報 第 132 号� （2）
　

令
和
四
年
壬
寅
の
新
春
を
迎
え
、
ご
皇
室

の
愈
々
の
弥
栄
と
、
県
内
各
神
社
の
御
社
頭

の
ご
隆
昌
、
そ
し
て
、
皆
様
方
の
ご
健
勝
ご

多
幸
を
心
よ
り
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

　

令
和
二
年
の
二
月
頃
か
ら
、
中
国
武
漢
に

端
を
発
し
て
世
界
中
に
猛
威
を
振
る
っ
た
感

染
症
は
、
二
年
目
を
迎
え
た
昨
年
も
変
異
株

に
よ
る
断
続
的
な
再
拡
大
に
晒
さ
れ
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
中
、
七
月
二
十
三
日
か
ら
一
年
延
期

さ
れ
て
の
開
催
と
な
り
ま
し
た
東
京
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
で
は
、
無
観
客
開
催
と
い
う
選
手
に
と

り
ま
し
て
大
変
厳
し
い
大
会
と
な
り
ま
し
た

が
、
金
メ
ダ
ル
二
十
七
個
を
始
め
史
上
最
高
の

五
十
八
個
の
メ
ダ
ル
を
獲
得
、
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ

ク
で
も
金
メ
ダ
ル
十
三
個
を
始
め
史
上
二
番

目
の
五
十
一
個
の
メ
ダ
ル
を
獲
得
さ
れ
る
等
、

輝
か
し
い
成
績
を
収
め
ら
れ
、
感
染
症
蔓
延

の
沈
滞
ム
ー
ド
の
中
唯
一
明
る
い
ニ
ュ
ー
ス
で

あ
り
、
大
き
な
感
動
と
勇
気
を
我
々
に
与
え

て
い
た
だ
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
の
後
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
が
進
み
九
月
末

に
は
急
激
に
感
染
者
が
激
減
し
た
も
の
の
、

秋
祭
の
神
輿
渡
御
等
の
神
賑
い
は
、
ほ
と
ん

ど
の
神
社
で
二
年
続
け
て
自
粛
を
余
儀
な
く

さ
れ
た
こ
と
は
残
念
で
な
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
そ
の
後
の
七
五
三
詣
で
を
始
め

年
末
年
始
に
か
け
て
は
、
一
昨
年
の
経
験
を

活
か
し
て
数
々
の
感
染
防
止
対
策
を
取
り
な

が
ら
多
く
の
参
拝
者
を
お
迎
え
す
る
こ
と
が

出
来
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

神
社
庁
諸
行
事
に
つ
き
ま
し
て
も
、
二
年
度

下
半
期
も
感
染
症
の
拡
大
に
よ
り
ほ
ぼ
す
べ

て
の
行
事
が
中
止
や
延
期
と
な
り
ま
し
た
が
、

第
五
十
九
回
岡
山
県
神
社
関
係
者
大
会
は
、

ご
来
賓
を
お
招
き
せ
ず
県
内
参
加
者
も
平
常

の
三
分
の
一
の
約
二
百
名
に
絞
ら
せ
て
い
た
だ

き
、
岡
山
国
際
ホ
テ
ル
で
開
催
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
事
は
一
筋
の
光
明
で
あ
り
ま
し
た
。

　

令
和
三
年
度
に
入
り
ま
し
て
も
感
染
症
蔓

延
の
収
ま
る
気
配
は
無
く
、
各
委
員
会
の
諸

行
事
諸
活
動
は
二
年
連
続
で
中
止
或
い
は
延

期
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
神
職
の
資
格
取
得
講
習

会
及
び
研
修
の
機
会
は
こ
れ
以
上
中
止
や
延

期
を
し
な
い
方
向
で
、
研
修
企
画
室
員
や
事

務
局
と
議
論
を
重
ね
、
受
講
者
及
び
講
師
全

員
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
を
受
け
て
い
た
だ
い
た
上
で

開
催
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

今
回
も
事
務
局
に
相
当
の
負
担
を
強
い
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
八
月
七
日
か
ら
九

月
三
日
ま
で
権
正
階
検
定
講
習
会
を
開
催
、

受
講
者
十
六
名
全
員
を
無
事
修
了
さ
せ
る
こ

と
が
出
来
ま
し
た
。
そ
し
て
、
九
月
に
は
、

延
期
さ
れ
て
い
た
初
任
神
職
研
修
会
、
中
国

地
区
中
堅
神
職
研
修
会
も
予
定
通
り
開
催
す

る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

　

中
で
も
特
筆
す
べ
き
は
、
中
国
地
区
中
堅

神
職
研
修
会
を
各
県
神
社
庁
の
ご
協
力
を
得

て
、
ウ
ェ
ブ
会
議
シ
ス
テ
ム
方
式
で
開
催
で

き
た
事
で
す
。

　

こ
の
時
期
、
公
的
機
関
か
ら
県
を
跨
い
で

の
移
動
自
粛
が
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
中
で
も

あ
り
、
又
、
受
講
者
の
感
染
リ
ス
ク
に
も
配
慮

し
て
、
受
講
者
は
各
県
神
社
庁
に
於
い
て
受

講
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
心
配
さ

れ
ま
し
た
各
県
神
社
庁
を
繋
い
だ
ネ
ッ
ト
環

境
に
も
大
き
な
ト
ラ
ブ
ル
は
な
く
、
受
講
者
か

ら
は
「
講
義
に
関
し
て
は
問
題
な
か
っ
た
。
残

念
な
の
は
、
神
職
間
の
交
流
が
出
来
な
か
っ
た

こ
と
」と
の
感
想
が
大
勢
を
占
め
て
い
ま
し
た
。

　

今
回
の
、
ウ
ェ
ブ
会
議
シ
ス
テ
ム
方
式
で

の
開
催
は
全
国
で
も
初
め
て
の
試
み
で
あ

り
、
今
後
の
開
催
方
法
の
試
金
石
に
な
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

本
年
は
、明
治
四
年
御
師
制
度
が
廃
止
さ
れ
、

明
治
五
年
神
宮
司
庁
が
神
宮
大
麻
を
直
接
奉
製

し
て
全
国
の
家
庭
に
頒
布
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
百
五
十
周
年
の
節
目
の
年
を
迎
え
ま
し
た
。

　

神
宮
大
麻
頒
布
数
は
、
戦
後
か
ら
右
肩
上

が
り
で
増
体
を
続
け
、
第
六
十
一
回
神
宮
式

年
遷
宮
が
行
わ
れ
た
翌
年
の
平
成
六
年
九
百

五
十
万
体
を
超
え
る
頒
布
数
を
ピ
ー
ク
に
減

体
傾
向
が
続
き
、
平
成
二
十
五
年
に
行
わ
れ

た
第
六
十
二
回
神
宮
式
年
遷
宮
で
は
千
四
百

万
人
を
超
え
る
空
前
の
参
拝
者
を
数
え
ま
し

た
が
、
神
宮
大
麻
の
頒
布
数
の
減
体
に
は
歯

止
め
が
か
か
ら
ず
、
こ
の
四
半
世
紀
の
間
に

約
百
万
体
が
減
体
し
て
い
ま
す
。

　

岡
山
県
に
お
き
ま
し
て
も
、
過
去
五
年
間

で
約
一
万
体
の
減
体
と
、
減
少
傾
向
が
加
速

度
的
に
増
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

　

こ
の
度
、
神
宮
大
麻
全
国
頒
布
百
五
十
周

年
を
記
念
し
て
神
職
用
教
本
「
全
国
の
神
社

が
な
ぜ
神
宮
大
麻
を
頒
布
す
る
か
」
が
本
庁

か
ら
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

先
ず
は
こ
の
教
本
を
ご
一
読
い
た
だ
き
、

神
職
一
人
一
人
が
神
宮
大
麻
に
関
す
る
理
解

を
深
め
、
各
神
社
環
境
に
合
わ
せ
た
施
策
を

講
じ
、
増
頒
布
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
き
た

い
と
思
い
ま
す
。

　

神
社
庁
に
お
き
ま
し
て
も
、
関
連
す
る
研

修
会
や
啓
発
活
動
に
力
点
を
置
い
た
一
年
に

し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

本
年
は
、
神
社
庁
の
諸
行
事
諸
活
動
が
ほ

ぼ
平
常
通
り
出
来
る
と
思
っ
て
お
り
ま
す
の

で
、
格
段
の
ご
支
援
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ

う
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

年
頭
の
ご
挨
拶

年
頭
の
ご
挨
拶

岡
山
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神
社
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神
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現
在
の
生
活
環
境
と
刻
一
刻
と
変

化
す
る
社
会
情
勢
の
中
に
あ
っ
て
、

岡
山
県
内
に
お
い
て
も
特
に
人
口
減

少
・
少
子
高
齢
化
又
地
域
社
会
に
お

け
る
人
間
関
係
の
希
薄
化
等
が
進
ん

で
い
く
中
で
、神
職
が
地
域
の
発
展
、

維
持
、
又
地
域
の
一
員
と
し
て
動
く

こ
と
に
よ
り
、
町
の
繋
が
り
、
神
と

人
、
人
と
人
、
そ
の
絆
を
結
ぶ
神
社

を
中
心
と
し
た
町
づ
く
り
に
力
を
注

ぎ
、
そ
し
て
地
域
の
結
束
を
高
め
る

祭
り
又
歴
史
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を

一
人
で
も
多
く
の
方
々
に
伝
え
る
こ

と
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
と
感
じ
て

お
り
ま
し
た
。

　

今
回
の
過
疎
地
域
神
社
活
性
化
推

進
地
域
特
区
事
業
に
あ
た
り
、
神
社

本
庁
で
は
少
子
高
齢
化
・
過
疎
化
と

い
っ
た
社
会
情
勢
の
変
化
に
伴
い
昭

和
四
十
年
代
か
ら
調
査
活
動
を
、
昭

和
五
十
年
か
ら
は
神
社
振
興
対
策
の

モ
デ
ル
と
な
る
神
社
を
各
都
道
府
県
で
指
定

し
て
、
神
社
振
興
の
為
の
施
策
を
十
三
期
約

四
十
年
間
に
わ
た
っ
て
実
施
し
て
お
り
ま

す
。

　

そ
の
中
で
平
成
二
十
八
年
、
新
た
に
「
過

疎
地
域
神
社
活
性
化
推
進
委
員
会
」
を
発
足

し
、
現
在
で
も
、
過
疎
地
域
に
お
け
る
神
社

の
活
性
化
を
目
指
し
て
取
り
組
ん
で
お
り
、

各
都
道
府
県
神
社
庁
に
は
委
員
会
等
が
設
置

さ
れ
、
過
疎
指
定
地
域
の
神
社
へ
支
援
活
動

等
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
こ
で
今
回
は
当

社
を
中
心
と
し
た
事
業
活
動
を
紹
介
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

　

特
区
事
業
の
取
り
組
み
に
関
し
て
神
社
本

庁
か
ら
四
つ
の
要
請
が
あ
り
ま
し
た
。

【
実
施
期
間
】

　

平
成
三
十
年
七
月
一
日
か
ら

　

令
和
三
年
六
月
三
十
日
ま
で

【
中
心
と
な
る
神
社
】

　

髙
野
神
社

【
連
携
団
体
】

・
髙
野
神
社
総
代
会

・
二
宮
青
壮
年
団

・
桜
町
青
壮
年
団

・
二
宮
消
防
団

・
二
宮
保
育
園

・
向
陽
小
学
校

・
二
宮
連
合
町
内
会

・
二
宮
創
生
会

・
津
山
ま
つ
り
実
行
委
員
会

・
津
山
観
光
協
会

【
当
社
目
標
】

○
神
職
と
し
て
生
活
で
き
る
よ
う
に
す
る

○�

様
々
な
祭
典
を
復
興
し
て
神
社
に
人
が
集

う
よ
う
に
す
る

○
神
職
が
常
駐
す
る
神
社
と
す
る

四
つ
の
課
題

一
、
地
域
内
外
の
団
体
等
と
の
連
携

二
、
津
山
市
内
　
三
社
の
祭
の
活
性
化

　
　（�

徳
守
神
社
・
大
隅
神
社
・
髙
野

神
社
）

三
、�
文
化
庁
伝
統
文
化
親
子
教
室
事
業

の
活
用

四
、�

文
化
庁
文
化
遺
産
総
合
活
用
推
進

事
業
の
活
用

岡
山
県
津
山
市
二
宮　

髙
野
神
社　

宮
司　

河　

原　

仁　

司

岡
山
県
津
山
市
二
宮　

髙
野
神
社　

宮
司　

河　

原　

仁　

司

過
疎
地
域
神
社
活
性
化

過
疎
地
域
神
社
活
性
化

推
進
地
域
特
区
事
業
の
取
り
組
み

推
進
地
域
特
区
事
業
の
取
り
組
み
前 編

修繕前の本殿・境内風景
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地
域
と
の
連
携

　

指
定
を
受
け
る
前
か
ら
活
動
準
備
を
し
て

い
ま
し
た
が
、
い
ざ
兼
業
神
職
か
ら
専
業
神

職
へ
と
切
り
替
え
て
の
活
動
に
不
安
も
あ

り
、
ま
ず
は
地
域
の
青
壮
年
団
や
町
内
会
と

の
連
携
作
り
に
尽
力
し
ま
し
た
。

　

特
に
青
壮
年
団
活
動
に
お
い
て
は
、
団
長

も
努
め
二
宮
納
涼
祭
を
団
の
活
動
と
し
て
新

た
に
行
う
な
ど
、
世
代
を
越
え
て
多
く
の
方

に
楽
し
ん
で
も
ら
え
る
よ
う
に
様
々
な
行
事

を
行
い
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
団
の
活
動
を
行
う
中
で
、
津
山
ま

つ
り
実
行
委
員
会
と
も
関
係
を
深
め
、
ま
た

二
宮
連
合
町
内
会
の
定
例
会
へ
の
参
加
等
で

各
町
内
会
会
長
と
の
繋
が
り
が
で
き
ま
し

た
。
自
分
が
積
極
的
に
行
事
を
企
画
し
参
加

す
る
こ
と
に
よ
り
町
内
会
や
教
育
施
設
等
他

の
団
体
と
も
連
携
が
と
り
易
く
な
っ
た
と
感

じ
ま
し
た
。

連
携
か
ら
祭
り
の
復
興
へ

　

平
成
二
十
九
年
に
復
興
し
、
斎
行
し
て
い

る
春
祭
り
で
は
地
域
の
子
供
た
ち
に
よ
る
子

供
神
輿
に
初
め
て
挑
戦
し
、
集
っ
た
子
供
は

三
十
三
人
、
親
も
含
め
て
お
よ
そ
六
十
人
の

巡
幸
行
列
と
な
り
ま
し
た
。

　

平
成
三
十
年
か
ら
は
青
壮
年
団
と
連
携

し
、
人
々
が
集
う
よ
う
境
内
祭
事
を
担
当
し

て
も
ら
い
、
試
行
錯
誤
し
つ
つ
も
青
壮
年
団

な
ら
で
は
の
露
店
を
出
店
、
秋
祭
り
で
は
団

揃
い
の
法
被
を
新
調
し
、
皆
で
協
力
し
活
動

を
す
る
こ
と
で
更
に
活
気
づ
き
ま
し
た
。

　

夏
祭
り
・
夏
越
大
祓
で
は
、
二
宮
消
防
団

に
協
力
を
依
頼
、
水
消
火
器
で
の
消
火
体
験

を
行
い
、
総
代
・
氏
子
・
子
供
た
ち
が
一
緒

に
初
期
消
火
の
訓
練
等
の
活
動
を
行
い
、
春

祭
り
で
は
巡
幸
の
交
通
警
備
に
も
協
力
し
て

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

　

令
和
二
年
か
ら
は
津
山
市
観
光
協
会
と
も

連
携
し
、『
津
山
さ
く
ら
ま
つ
り
』
の
チ
ラ

シ
に
神
社
紹
介
を
記
載
し
、『
春
は
つ
や
ま

花
め
ぐ
り
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
』
に
も
参
加
し

て
春
祭
り
の
盛
り
上
げ
に
繋
が
っ
て
い
ま

す
。津

山
ま
つ
り
の
活
性
化

『
令
和
だ
ん
じ
り
ま
つ
り
』

　

市
や
観
光
協
会
、
商
工
会
議
所
な
ど
で
組

織
す
る
「
津
山
ま
つ
り
実
行
委
員
会
」
に
は

こ
れ
ま
で
神
社
関
係
者
の
参
加
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
が
、
助
言
し
て
ほ
し
い
と
の
申
出

に
よ
り
参
加
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
御

代
替
り
記
念
の
際
に
は
津
山
ま
つ
り
三
神
社

の
だ
ん
じ
り
を
一
堂
に
集
め
て
の
奉
祝
行
事

を
企
画
。
実
施
に
向
け
、
実
行
委
員
会
事
務

局
と
も
連
携
を
と
り
、様
々
な
意
見
の
検
討
、

協
議
を
行
い
、
盛
大
な
祭
り
に
す
る
為
に
準

備
段
階
か
ら
積
極
的
に
関
わ
り
、
津
山
支
部

か
ら
の
協
賛
、
国
旗
・
小
旗
・
記
念
綬
等
を

ご
提
供
い
た
だ
き
ま
し
た
。
十
月
二
十
二
日

多くの親子連れで行列の絶えなかった二宮納涼祭

子供たちの笑顔咲く、初の子供神輿巡幸（春祭り）

昔の商店街の賑わいを感じさせる人出（令和だんじりまつり）
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に
は
三
神
社
の
だ
ん
じ
り
二
十
九
台
を
市
内

中
心
部
の
商
店
街
に
集
結
し
展
示
を
行
い
、

ま
た
提
灯
を
持
っ
て
だ
ん
じ
り
と
と
も
に
練

り
歩
く
祝
賀
パ
レ
ー
ド
や
ス
テ
ー
ジ
イ
ベ
ン

ト
等
、
約
七
千
人
の
人
出
で
賑
わ
う
祭
り
と

な
り
ま
し
た
。

『
文
化
庁
伝
統
文
化
親
子
教
室
事
業
』

　

神
社
の
祭
礼
で
行
わ
れ
る
神
楽
や
獅
子

舞
、
お
囃
子
等
の
行
事
に
つ
い
て
、
地
域
で

の
伝
承
を
図
る
為
に
、
次
世
代
の
伝
統
文
化

を
担
う
子
供
た
ち
を
対
象
に
教
室
を
開
催
す

る
に
あ
た
り
、
事
業
採
択
の
応
募
、
審
査
合

格
を
経
て
、
当
該
教
室
の
実
施
、
事
業
実
施

報
告
書
の
提
出
に
よ
っ
て
実
施
に
係
る
経
費

の
助
成
金
（
支
援
対
象
経
費
の
補
助
）
を
受

け
ら
れ
る
文
化
庁
の
事
業
で
す
。

　

毎
年
全
国
で
は
三
千
以
上
の
伝
統
文
化
親

子
教
室
が
開
催
さ
れ
、
岡
山
県
に
お
い
て
も

令
和
二
年
度
に
四
十
二
件
の
事
業
が
採
択
さ

れ
開
催
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
神
社
に
関
連
す

る
教
室
事
業
は
僅
か
で
す
。

　

本
事
業
を
行
う
に
あ
た
り
ま
ず
は
地
元
青

壮
年
団
の
桜
町
青
壮
年
団
を
主
催
団
体
と

し
、
髙
野
神
社
境
内
に
て
『
陶
芸
教
室
』
を

開
催
し
ま
し
た
。
日
程
を
祭
礼
や
地
域
行
事

に
合
わ
せ
て
行
い
、
境
内
に
人
が
集
う
中
、

親
子
で
陶
芸
に
挑
戦
す
る
和
や
か
な
姿
が
見

ら
れ
ま
し
た
。

　

令
和
二
年
度
に
は
、
こ
の
教
室
事
業
を
獅

子
舞
の
継
承
に
活
か
せ
る
よ
う
に
「
獅
子
舞

教
室
」
の
開
催
に
向
け
て
準
備
を
行
い
ま
し

た
。

　

事
業
採
択
応
募
に
つ
い
て
は
宗
教
法
人
か

ら
の
応
募
は
で
き
な
い
為
、
獅
子
舞
を
継
承

し
て
き
た
山
西
青
壮
年
団
と
協
議
を
行
い
、

今
後
の
継
続
的
な
継
承
を
行
う
為
に
、
他
の

町
内
の
方
も
参
加
で
き
る
よ
う
に
二
宮
獅
子

舞
保
存
会
の
立
ち
上
げ
を
決
め
ま
し
た
。
事

務
局
は
神
社
に
置
い
て
申
請
等
の
各
種
事
務

手
続
き
を
行
い
、
必
要
な
団
体
規
約
の
雛
型

を
神
社
本
庁
か
ら
ご
指
南
い
た
だ
き
、
事
業

募
集
開
始
迄
に
保
存
会
を
設
立
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

　

設
立
後
は
事
業
展
開
に
向
け
て
獅
子
舞

（
町
内
会
）
の
Ｏ
Ｂ
の
方
々
に
指
導
の
依
頼

を
行
う
等
協
力
体
制
を
整
え
、
教
室
事
業
に

参
加
す
る
子
供
の
募
集
を
行
い
、
十
五
名
が

参
加
し
ま
し
た
。

　

今
回
は
感
染
症
対
策
に
伴
い
、
獅
子
の
動

き
や
太
鼓
を
中
心
と
し
た
教
室
と
な
り
ま
し

た
が
、
指
導
者
の
Ｏ
Ｂ
の
方
々
も
、
孫
世
代

へ
の
指
導
を
楽
し
む
世
代
を
超
え
て
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
な
り
、
和
や
か
な
雰

囲
気
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
平
素
か
ら
参
加
し
て
い
る
若
い
世
代

も
、
自
分
の
子
供
を
含
む
多
く
の
子
供
た
ち

の
参
加
の
中
で
は
、
い
つ
も
よ
り
活
気
の
あ

る
練
習
と
な
り
子
供
の
頑
張
る
姿
が
い
い
刺

激
と
な
っ
た
様
で
す
。

　

今
後
は
子
供
獅
子
舞
や
継
承
が
途
切
れ
て

い
る
四
人
舞
の
復
活
等
に
も
取
り
組
み
た
い

と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

�

（
次
号
へ
つ
づ
く
） やってみたかった獅子練に挑戦（伝統文化獅子舞教室）

親も手を出したくなる教室事業（伝統文化陶芸教室）
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令
和
三
年
度
神
宮
大
麻
暦
頒
布
始
奉
告
祭

が
、
九
月
二
十
四
日
に
岡
山
県
神
社
庁
神
殿

に
於
い
て
、
藤
山
副
庁
長
を
斎
主
に
厳
か
に

斎
行
さ
れ
た
。
昨
年
と
同
様
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
為
、
参
列
者
も

役
員
・
支
部
長
・
総
代
会
役
員
・
総
代
会
支

部
会
長
・
表
彰
者
・
神
宮
奉
賛
部
会
部
員
の

み
と
制
限
さ
れ
た
。

　

祭
典
終
了
後
、
牧
庁
長
と
佐
々
木
副
庁
長

か
ら
神
宮
大
麻
・
暦
と
神
社
本
庁
幣
帛
料
が

各
支
部
長
に
授
与
さ
れ
た
。

　

令
和
三
年
度
神
宮
大
宮
司
表
彰
と
し
て
、

神
宮
大
麻
頒
布
優
良
支
部
は
、
御
津
支
部
が

表
彰
さ
れ
た
。
神
宮
大
麻
特
別
頒
布
優
良
奉

仕
者
と
し
て
、
吉
備
津
彦
神
社
宮
司�

守
分

清
身
氏
が
表
彰
さ
れ
た
。
神
宮
大
麻
頒
布
優

良
奉
仕
者
「
神
職
」
十
名
、「
神
職
以
外
」

五
名
、
岡
山
県
神
社
庁
神
宮
大
麻
表
彰
と
し

て
、「
神
社
・
団
体
表
彰
」
七
社
、「
個
人
表

彰
」
三
名
の
方
が
表
彰
さ
れ
た
。

　

表
彰
終
了
後
、
神
宮
大
麻
頒
布
推
進
会
議

が
開
催
さ
れ
、
牧
庁
長
か
ら
神
宮
大
麻
・
暦

頒
布
活
動
に
対
し
て
各
神
社
の
神
職
・
総
代

を
始
め
関
係
者
に
お
礼
の
言
葉
と
今
後
の
頒

布
推
進
に
ご
尽
力
願
う
と
の
挨
拶
が
あ
っ

た
。
続
い
て
、
神
宮
大
宮
司
小
松
揮
世
久

様
、
神
社
本
庁
統
理
鷹
司
尚
武
様
か
ら
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
が
披
露
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
太

田
浩
司
教
化
委
員
長
が
議
長
と
な
り
議
事
に

入
り
、
初
め
に
御
津
支
部
長
で
吉
備
津
彦
神

社
の
中
川
基
嗣
禰
宜
か
ら
神
宮
大
麻
頒
布
増

体
に
向
け
た
取
り
組
み
の
事
例
発
表
が
次
の

通
り
あ
っ
た
。

○�

神
職
・
巫
女
が
社
頭
に
於
い
て
参
拝
者
に

対
し
て
、
神
宮
大
麻
の
御
神
威
、
家
庭
で

の
お
祀
り
の
仕
方
、
神
宮
大
麻
を
通
し
て

家
庭
で
伊
勢
参
り
が
出
来
る
こ
と
な
ど
の

説
明
が
出
来
る
よ
う
に
社
内
研
修
会
を
開

催
し
た
こ
と
。

○�

社
頭
授
与
所
に
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
、
ポ
ス

タ
ー
を
置
い
て
の
頒
布
啓
発
活
動
を
行
っ

た
こ
と
。

○�

コ
ロ
ナ
禍
で
の
分
散
参
拝
に
対
応
す
る
た

め
、
十
二
月
か
ら
翌
年
の
三
月
ま
で
か
け

て
頒
布
活
動
の
期
間
と
し
た
。

○�

支
部
内
各
神
社
独
自
に
御
神
威
、
祭
日
な

ど
の
内
容
が
盛
り
込
ま
れ
た
ポ
ス
タ
ー
を

作
成
し
啓
発
活
動
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果

増
体
に
繋
が
っ
た
と
の
発
表
が
あ
っ
た
。

　

次
に
高
山
命
之
神
宮
奉
賛
部
長
か
ら
、
本

年
度
の
大
麻
頒
布
推
進
活
動
事
業
計
画
の
主

要
な
項
目
に
つ
い
て
次
の
通
り
説
明
が
な
さ

れ
た
。

一
、�

特
に
、
今
年
度
新
た
な
取
り
組
み
と
し

て
「
Ｙ
ｏ
ｕ 

Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
（
ユ
ー
チ
ュ
ー

ブ
）
広
告
」
の
配
信
を
行
う
こ
と
と
し

た
。「
お
家う

ち

で
お
伊
勢
参
り
が
で
き
る
」

と
し
た
内
容
の
動
画
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ

る
。
神
棚
の
申
し
込
み
を
受
け
付
け
た

時
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
ま
と
め
た
結

果
、
特
に
若
い
女
性
か
ら
の
要
望
が
多

か
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
対
象
者
を
若
年

層
に
絞
っ
た
内
容
と
し
た
。

二
、�
継
続
事
業
と
し
て
、
Ｑ
Ｒ
コ
―
ド
入
り

の
ポ
ス
タ
ー
「
神
棚
無
料
で
差
し
上
げ

ま
す
」
を
使
っ
て
の
頒
布
推
進
事
業
を

行
う
。
昨
年
度
要
望
が
多
か
っ
た
こ
と

か
ら
本
年
度
は
一
〇
〇
宇
増
の
六
〇
〇

宇
の
贈
呈
を
予
定
し
て
い
る
。

　

コ
ロ
ナ
禍
で
の
祭
事
、
ま
た
、
県
北
に
お

い
て
は
氏
子
の
高
齢
化
と
人
口
の
減
少
と
神

社
を
取
り
巻
く
課
題
が
山
積
し
て
い
る
。
し

か
し
、
御
津
支
部
で
の
頒
布
推
進
活
動
の
取

り
組
み
は
問
題
解
決
へ
の
糸
口
と
し
て
共
感

を
得
た
。
ま
た
、
現
代
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
介
し
て
の
情
報
の
発
信
も
新
し
い
手
法
の

一
つ
と
し
て
、
今
後
の
推
進
活
動
に
取
り
入

れ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
思

う
。
ま
た
、
七
月
二
十
九
日
に
神
社
庁
に
て

開
催
さ
れ
た
神
宮
大
麻
頒
布
担
当
者
会
で

は
、
各
支
部
で
も
様
々
な
課
題
を
抱
え
な
が

ら
も
日
々
頒
布
推
進
に
取
り
組
ん
で
い
る
と

の
発
言
が
多
く
出
て
い
た
。
支
部
・
神
職
・

氏
子
崇
敬
者
そ
れ
ぞ
れ
が
持
っ
て
い
る
想
い

を
共
有
し
神
社
界
を
さ
ら
に
盛
り
上
げ
て
い

き
た
い
も
の
で
あ
る
。

神
宮
大
麻
暦

神
宮
大
麻
暦

　
頒
布
始
奉
告
祭
と
推
進
会
議
開
催

　
頒
布
始
奉
告
祭
と
推
進
会
議
開
催

  

教
化
委
員
会　

神
宮
奉
賛
部
会　

江　

草　

正　

登

教
化
委
員
会　

神
宮
奉
賛
部
会　

江　

草　

正　

登

～
Ｙ
ｏ
ｕ  
Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
（
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
）
を
使
っ
た
新
た
な
Ｃ
Ｍ
を
作
成
～
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神
宮
大
麻
頒
布
優
良
支
部

御
津
支
部

神
宮
大
麻
特
別
頒
布
優
良
奉
仕
者

御
津
支
部

吉
備
津
彦
神
社
宮
司

守
分　

清
身

神
宮
大
麻
頒
布
優
良
奉
仕
者

神　　　職

津
山
支
部

中
山
神
社
宮
司

岡
本　

正
弘

東
備
支
部

天
津
神
社
宮
司

日
幡　

行
雄

井
笠
支
部

矢
掛
神
社
宮
司

鳥
越　

充
久

玉
島
浅
口
支
部

天
満
神
社
宮
司

小
寺　
　

忍

川
上
支
部

八
幡
神
社
宮
司

西
江　

嘉
展

真
庭
支
部

後
谷
神
社
宮
司

上
田　

昌
信

久
米
支
部

加
茂
神
社
宮
司

中
力　
　

功

川
上
支
部

穴
門
山
神
社
禰
宜

迫
本　

昌
臣

新
見
支
部

八
代
神
社
禰
宜

西
井　

義
和

美
作
支
部

松
神
神
社
禰
宜

髙
山　

慶
樹

神職以外

東
備
支
部

天
津
神
社
総
代

三
村　

隆
司

井
笠
支
部

箱
田
山
神
社
責
任
役
員

石
田　

昇
三

吉
備
支
部

東
薗
神
社
責
任
役
員

小
堀　

泰
則

高
梁
支
部

上
有
漢
神
社
総
代

藤
井　

正
剛

美
作
支
部

旭
神
社
責
任
役
員

本
田　

榮
宏

神
宮
大
麻
関
係
表
彰
三
条
一
号
（
神
社
・
団
体
表
彰
）

津
山
支
部

古
川
神
社

邑
久
上
道
西
大
寺
支
部

青
津
八
幡
宮

井
笠
支
部

箱
田
山
神
社

川
上
支
部

八
幡
神
社

新
見
支
部

天
満
神
社

真
庭
支
部

後
谷
神
社

美
作
支
部

天
石
門
別
神
社

神
宮
大
麻
関
係
表
彰
三
条
二
号
（
個
人
表
彰
）

津
山
支
部

白
加
美
神
社
責
任
役
員

松
尾　

善
彦

川
上
支
部

八
幡
神
社
責
任
役
員

妹
尾
　
直
言

真
庭
支
部

下
河
内
神
社
責
任
役
員

小
林
　
　
悟

令和3年度令和3年度

神 宮 大 麻 頒布大宮司表彰神宮大麻頒布大宮司表彰
令和2年度令和2年度

県神社庁神宮大麻関係表彰県神社庁神宮大麻関係表彰

Ｙ
ｏ
ｕ  

Ｔ
ｕ
ｂ
ｅ
（
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
）
Ｃ
Ｍ
の
画
像
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近
世
初
期
の
神
事
に
関
す
る
文

書
、
た
と
え
ば
平
川
の
「
江
草
家

文
書
」
や
黒
忠
の
「
八
日
市
荒
神

神
楽
帳
」
な
ど
を
み
る
と
、
神
楽

の
次
第
は
お
お
む
ね
次
の
よ
う
に

な
る
。

　
　

一
、
修
祓

　
　

一
、
榊
舞

　
　

一
、
猿
田
彦
舞

　
　

一
、
五
行
問
答

　
　

一
、
託
宣

　

そ
の
役
配
に
は
、
当
地
の
宮
司

の
他
に
近
隣
の
神
職
四
人
の
名
前

が
み
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で

演
じ
ら
れ
る
の
は
、
社
家
神
楽
で

あ
る
。
神
職
が
五
人
集
ま
る
と
い

う
の
は
、
五
行
問
答
を
行
う
た
め

に
相
違
な
い
。

　

猿
田
彦
舞
を
の
ぞ
く
と
、
素ひ

た
め
ん面

で
の
演
目
で
あ
る
。
猿
田
彦
の

仮め

ん面
（
面
）
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
使

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
は
明
ら

か
で
な
い
が
、
仮
面
の
導
入
で
は

い
ち
早
か
っ
た
、
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
そ
れ

は
、
備
中
地
方
の
神
社
に
か
な
り
さ
か
の

ぼ
っ
て
の
猿
田
彦
面
の
奉
納
例
が
み
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。

　

神
楽
の
は
じ
ま
り
は
、
巫み

こ女
神
楽
で
あ
っ

た
。
ま
た
、社
家
神
楽
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

猿
田
彦
面
な
ど
を
例
外
と
す
れ
ば
、
素
面
の

神
楽
で
あ
っ
た
。
衣
装
も
白
衣
に
白
袴
を
基

調
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。中
世
系
の
神
楽
、

と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
そ
れ
は
、
た
だ
備

中
地
方
に
か
ぎ
ら
ず
日
本
全
国
に
、
と
く
に

西
日
本
各
地
に
共
通
す
る
歴
史
で
あ
る
。
現

在
で
も
、
た
と
え
ば
京
都
の
巫
女
神
楽
（
大

田
神
社
）
や
長
崎
の
壱い

き岐
神
楽
（
社
家
神
楽
）

な
ど
が
そ
の
古
儀
を
伝
え
る
。

　

備
中
地
方
で
い
う
と
、
た
と
え
ば
吉
備
高

原
上
に
農
山
村
が
開
け
、
集
落
ご
と
に
産う

ぶ
す
な土

神
（
産
土
荒
神
）
が
祀
ら
れ
る
よ
う
に
な
る

の
が
中
世
の
こ
ろ
（
一
四
、
五
世
紀
）
と
推

定
で
き
る
。
社
家
神
楽
も
、
そ
の
こ
ろ
か
ら

の
歴
史
と
み
る
の
が
よ
か
ろ
う
。

　

そ
れ
が
、
近
世
後
期
に
お
い
て
大
き
な
変

化
を
み
る
。
新
た
に
創
作
神
楽
が
加
わ
る
の

で
あ
る
。

　

そ
の
創
作
神
楽
と
は
、江
戸
中
期
（
文
化
・

文
政
期
＝
一
八
〇
四
～
三
〇
年
）
に
、
国
学

者
の
西に

し
ば
や
し林
国こ

っ

橋き
ょ
う

（
一
七
六
四
～
一
八
二
八

年
）
が
神
話
に
題
材
を
求
め
て
編
成
し
た
。

神じ
ん
だ
い代
神
楽
と
か
神じ

ん
だ
い代
能の

う

（
神
能
）
と
も
呼
ば

れ
る
、
い
う
な
れ
ば
神
話
劇
で
あ
る
。

　
「
天
岩
戸
開
き
」「
国
譲
り
」「
大お

ろ
ち蛇
退
治
」

が
そ
う
で
、「
吉
備
津
」
も
こ
こ
に
加
え
て

よ
い
だ
ろ
う
。
俗
に
、備
中
神
楽
と
い
え
ば
、

こ
れ
を
も
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
神

楽
の
中
で
も
、
た
と
え
ば
「
大
蛇
退
治
」
の

酒
造
り
の
場
面
で
、
〽
備
中
神
楽
の
は
じ
ま

り
は
福し

ろ
ち地
生
ま
れ
の
国
橋
さ
ん
、
な
ど
と
歌

わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
が
、
そ
れ
は
一
考
を

要
す
る
。
そ
れ
で
は
、
歴
史
が
浅
す
ぎ
る
こ

と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
、
西

林
国
橋
の
業
績
を
讃
え
る
こ
と
に
異
論
は
な

い
。
し
か
し
、
西
林
国
橋
は
、
あ
く
ま
で
も

備
中
神
楽
の
「
中
興
の
祖
」
と
い
う
べ
き
な

の
で
あ
る
。

　

神
代
神
楽
は
、
芸
能
色
が
強
い
仮め

ん面
を
多

用
し
た
神
楽
で
あ
る
。
歌
ぐ
ら
（
和
歌
）
や

祭
文
だ
け
で
な
く
、
言
い
た
て
（
口
上
）
や

ざ
れ
歌
も
加
え
ら
れ
、戯
曲
化
さ
れ
て
い
る
。

茶
利
役
（
滑
稽
役
）
の
話
芸
も
加
わ
る
。
舞

も
、
静
的
な
地じ

舞ま
い

と
動
的
な
荒あ

ら

舞ま
い

を
織
り
ま

ぜ
て
、緩
急
巧
み
な
演
出
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
そ
こ
に
玄く

ろ
う
と人
の
太
夫
が
登
場
、

熟
練
し
た
芸
を
競
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。

　

現
在
、
神
社
庁
神
楽
部
に
所
属
す
る
神
楽

社
中
（
ふ
つ
う
六
人
で
編
成
）
は
、
三
十
九

社
あ
る
。西
林
国
橋
の
系
列
か
ら
す
る
と
六
、

七
代
の
太
夫
た
ち
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

岡
山
岡
山
のの
伝
統
文
化

伝
統
文
化  

備
中
神
楽

備
中
神
楽

  

民
俗
学
者
・
宇
佐
八
幡
神
社
宮
司　

神　

崎　

宣　

民
俗
学
者
・
宇
佐
八
幡
神
社
宮
司　

神　

崎　

宣　

武武
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な
お
、
近
年
、「
太
夫
」
と
い
う
呼
称
を
な

ぜ
か
嫌
っ
て
神
楽
師
な
ど
と
名
乗
る
事
例
が

生
じ
て
い
る
。
こ
れ
も
、
一
考
を
要
す
る
。

そ
も
そ
も
、
太
夫
と
は
平
安
期
で
は
五
位
の

通
称
で
あ
る
。
そ
れ
が
後
に
転
じ
て
、
芸
能

者
や
遊
女
の
長
が
冠
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

た
ぶ
ん
、
西
林
国
橋
は
、
誇
り
高
く
神
楽
道

を
築
い
て
ほ
し
い
、
と
願
っ
て
備
中
の
神
楽

で
も
「
太
夫
」
を
つ
か
う
こ
と
に
し
た
の
で

あ
ろ
う
。
そ
の
思
い
を
、
私
た
ち
は
大
事
に

伝
え
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
神
代
神
楽
が
中
心
に
氏
神
の

例
大
祭
（
俗
に
い
う
秋
祭
り
）
に
奉
納
さ
れ

る
。
こ
れ
を
「
宮
神
楽
」
と
い
い
、
毎
年
ど

こ
か
し
こ
で
み
ら
れ
る
神
楽
で
あ
る
。
ゆ
え

に
、こ
の
神
代
神
楽
が
す
な
わ
ち
備
中
神
楽
、

と
み
ら
れ
が
ち
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。

　

古
い
中
世
系
、
呪
術
や
祈
祷
な
ど
神
事
的

な
要
素
の
強
い
神
楽
は
、「
荒
神
神
楽
」
の

と
き
に
か
ぎ
っ
て
表
出
す
る
。
こ
れ
を
も
っ

て
、
備
中
神
楽
の
源
流
と
す
べ
き
な
の
で
あ

る
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

荒
神
の
正
体
は
、
多
岐
に
し
て
不
明
確
で

あ
る
が
、
こ
の
地
方
で
の
荒
神
は
、
地
神
の

親
神
的
な
神
格
を
も
つ
。
つ
ま
り
、
開
墾
に

ち
な
ん
だ
産
土
荒
神
で
あ
り
、
俗
に
臍へ

そ

緒の
お

荒

神
と
呼
ぶ
。
血
縁
・
地
縁
に
基
づ
く
土
着
性

の
強
い
存
在
な
の
で
あ
る
。

　

産
土
荒
神
の
神
楽
（
荒
神
神
楽
）
は
、
式

年
制
で
行
わ
れ
る
。
ふ
つ
う
、
十
二
支
の
一

回
り
す
る
一
三
年
目
、
あ
る
い
は
、
そ
の

中な
か
ど
し年

の
七
年
目
に
行
わ
れ
て
き
た
。

　

こ
の
荒
神
神
楽
は
、
他
の
ど
の
祭
り
を
も

し
の
ぐ
大
々
的
な
祭
り
と
な
る
。出で

氏う
じ

子こ

（
そ

の
土
地
に
生
を
受
け
て
、
他
の
地
に
出
て
い

る
血
縁
者
）
の
ほ
と
ん
ど
が
集
ま
る
。
も
ち

ろ
ん
、
親
類
縁
者
も
客
に
呼
ば
れ
て
集
ま
る

の
で
あ
る
。
か
つ
て
は
、
そ
う
で
あ
っ
た
。

　

荒
神
神
楽
は
、
お
も
に
、
田
畑
（
神
楽
田
）

に
仮
設
し
た
神こ

う
ど
の殿
（
舞
台
）
で
夜
っ
ぴ
て
演

じ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
た
だ
神
楽
が
演
じ

ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
祭
典
や
祈
祷
も
す
べ

て
前
後
一
連
の
も
の
と
し
て
行
わ
れ
る
の
で

あ
る
。

　

こ
の
場
合
、
畑
な
り
田
で
行
う
こ
と
に
意

味
が
あ
る
の
だ
。
そ
こ
は
、
荒
神
を
迎
え
る

に
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
場
所
な
の
で
あ

る
。
神
楽
田
は
、
共
同
開
墾
し
た
耕
地
の
記

念
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
も
想
像
に
か
た
く

な
い
。
そ
し
て
、神
楽
の
な
か
で
も
、「
五
行
」

や
「
託
宣
」、「
石
割
」
で
は
そ
う
し
た
荒
神

の
神
格
や
由
来
を
語
り
継
い
で
も
き
て
い
る

の
で
あ
る
。
先
に
、
荒
神
を
中
世
的
な
地
神

の
親
神
的
な
も
の
、
と
い
っ
た
ひ
と
つ
の
ゆ

え
ん
も
、
こ
こ
に
あ
る
。

　

現
在
行
わ
れ
て
い
る
産
土
荒
神
の
式
年
祭

の
神
事
と
神
楽
は
、
基
本
的
に
は
以
下
の
よ

う
な
次
第
で
あ
る
。

〈
前
段
〉

　
　

修し
ゅ
ば
つ祓
（
大お

お
ぬ
さ麻
行
事
）

　
　

榊
舞

　

＊
差さ

し
が
み紙
（
役
指
し
舞
）

　

＊
白び

ゃ
っ
か
い蓋
神
事
（
動
座
加
持
・
鎮
座
加
持
）

　
　

祝
詞
奏
上

　
　

奉
幣
行
事

　
　

玉
串
奉ほ

う
て
ん奠

　
　

頂
盃
（
直
会
）

〈
後
段
〉

　
　

導
き
舞

　
　

猿
田
彦
命
舞

　
　

神
能
（
神
代
神
楽
）

　
　
　

天
岩
戸
開
き

　
　
　

国
譲
り

　
　
　

大
蛇
退
治

　
　
　

吉
備
津
舞
（
一
部
省
略
も
あ
る
）

　

＊
五
行
神
楽
（
王
子
神
楽
）

　

＊
託
宣
（
神
が
か
り
神
事
）

　

＊
石
割
神
事

　

＊
荒
神
送
り

　
　

＊
印
は
、
荒
神
式
年
神
楽
で
の
み
演
じ
ら
れ
る
も
の

　

中
世
系
の
神
事
的
な
演
目
（
＊
印
）
が
こ

こ
に
か
ぎ
っ
て
表
出
す
る
こ
と
に
、
あ
ら
た

め
て
注
目
さ
れ
た
い
。

　

も
ち
ろ
ん
、
近
世
系
の
神
代
神
楽
も
常
よ

り
念
入
り
に
演
じ
ら
れ
る
。
静
的
な
お
こ
な

い
と
動
的
な
芸
能
が
同
じ
舞
台
上
で
前
後
共

存
し
て
伝
わ
る
の
は
、
全
国
的
に
み
て
類
例

が
少
な
い
こ
と
だ
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
神
楽

が
、
熟
練
し
た
玄
人
の
神
楽
太
夫
に
よ
っ
て

演
じ
ら
れ
る
の
も
、
備
中
神
楽
の
特
色
の
ひ

と
つ
と
い
え
よ
う
。
ぜ
ひ
と
も
次
世
代
に
も

継
承
し
て
も
ら
い
た
い
伝
統
文
化
で
あ
る
。

　

た
だ
、
近
年
は
、
と
く
に
山
間
地
の
村
落

の
過
疎
、
高
齢
化
に
よ
っ
て
、
荒
神
神
楽
の

存
続
が
危
ぶ
ま
れ
る
状
況
に
あ
る
。
い
ち
ど

中
断
し
た
ら
、
再
開
は
な
か
な
か
む
ず
か
し

い
。
ま
た
、昨
年
来
の
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
っ
て
、

宮
神
楽
の
中
止
も
相
次
い
で
い
る
。
あ
ら
た

め
て
、
私
た
ち
が
い
か
に
対
処
を
講
じ
る
か

が
試
さ
れ
る
時
代
に
な
っ
た
よ
う
に
思
う
。
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私
は
昨
年
の
直
階
検
定

講
習
会
を
受
講
後
、
日
々

の
清
掃
や
奉
仕
の
中
で
、

更
に
日
本
文
化
や
伝
統
を

学
び
、
子
供
た
ち
に
伝
え

た
い
と
感
じ
、
権
正
階
検

定
講
習
会
を
受
講
し
ま
し

た
。

　

直
階
検
定
講
習
会
と
同

様
の
時
間
割
を
想
像
し
て

い
ま
し
た
が
、
内
容
は
大

き
く
異
な
り
神
道
古
典
、

神
道
教
化
、
日
本
内
外
の

宗
教
概
説
、
神
社
関
係
法

規
、
祝
詞
講
読
作
文
、
祭

祀
概
説
、
社
頭
講
話
等
の

講
義
が
主
体
と
な
っ
て
い

ま
し
た
。
ま
た
、
祭
式
の

時
間
は
少
な
く
な
っ
て
い

ま
し
た
が
、
初
日
に
は
、

全
て
の
日
程
の
受
講
を
無

事
に
終
え
る
事
が
で
き
る

か
不
安
で
し
た
。

　

権
正
階
の
取
得
は
民
社
の
宮
司
に
な
る
事

か
ら
、先
生
方
の
ご
指
導
の
中
で
も
常
に「
宮

司
の
『
聖
』
の
立
場
と
宗
教
法
人
の
長
で
あ

る
『
俗
』
の
立
場
」
の
両
方
を
意
識
さ
れ
た

内
容
で
し
た
。宮
司
は
代
表
役
員
で
あ
る
が
、

上
か
ら
物
を
言
う
の
で
は
な
く
、
総
代
と
協

力
し
て
物
事
を
進
め
る
事
、
そ
の
為
に
は
日

頃
か
ら
総
代
と
の
信
頼
関
係
を
築
く
事
が
大

切
で
あ
る
事
、
地
域
の
社
会
貢
献
活
動
へ
の

参
加
、
神
社
を
大
切
に
す
る
姿
、
普
段
の
生

活
す
る
姿
も
見
て
お
ら
れ
る
事
を
意
識
す
る

事
等
を
学
び
身
が
引
き
締
ま
る
思
い
が
し
ま

し
た
。
そ
し
て
神
社
を
維
持
管
理
し
て
い
く

た
め
に
は
氏
子
総
代
の
理
解
と
協
力
が
不
可

欠
で
、
宮
司
一
人
で
は
出
来
な
い
事
も
お
教

え
下
さ
い
ま
し
た
。

　

講
習
会
前
半
で
は
、
広
島
護
國
神
社
に
正

式
参
拝
が
あ
り
、
様
々
な
教
化
活
動
の
講
話

に
続
き
、
元
神
社
本
庁
職
員
で
、
現
在
は
東

広
島
市
鎮
座
の
杉
森
神
社
で
宮
司
を
さ
れ
て

い
ま
す
岡
田
光
統
先
生
の
講
話
が
あ
り
ま
し

た
。
神
社
の
基
本
は
「
祭
り
」
で
あ
り
、
無

人
の
神
社
か
ら
数
々
の
恒
例
祭
の
復
活
を
さ

れ
た
十
一
年
間
の
お
話
は
と
て
も
印
象
に
残

り
ま
し
た
。
更
に
、神
宮
に
参
拝
す
る
時
に
、

た
だ
た
だ
無
心
に
手
を
合
わ
せ
る
事
は
、
そ

れ
は
感
謝
す
る
場
所
で
あ
り
、
お
願
い
事
を

す
る
場
所
で
は
な
い
こ
と
や
、
神
社
の
原
点

は
神
宮
で
あ
る
と
い
う
事
、
日
々
感
謝
を
申

し
上
げ
る
場
所
、
そ
れ
は
神
様
に
日
々
お
祭

を
ご
奉
仕
す
る
事
、
そ
の
場
所
は
清
浄
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
れ
故
清
掃
が
大
切
で

あ
る
と
、
そ
の
姿
を
神
様
は
い
つ
も
ご
覧
に

な
っ
て
い
る
と
お
教
え
下
さ
い
ま
し
た
。
神

社
を
「
ま
も
る
」
と
は
、「
ま
」
祭
り
を
行

う
事
や
、
神
様
を
称
え
国
家
皇
室
氏
子
崇
敬

者
の
安
寧
を
祈
る
事
。「
も
」
森
・
杜
・
社
、

神
様
が
鎮
ま
る
場
所
は
常
に
清
浄
を
保
つ

事
。「
る
」
累
加
し
て
い
く
、
お
祭
と
清
掃

を
積
み
重
ね
て
い
く
事
が
大
切
で
あ
る
事
。

こ
の
事
は
宮
司
一
人
で
は
決
し
て
出
来
ず
、

総
代
、
氏
子
崇
敬
者
の
方
々
が
居
な
く
て
は

成
り
立
ち
ま
せ
ん
。
神
職
と
し
て
の
知
識
だ

け
で
な
く
神
職
に
至
る
ま
で
に
行
っ
て
き
た

仕
事
や
趣
味
等
も
教
化
活
動
に
は
何
で
も
役

に
立
つ
と
教
わ
り
、
人
生
の
半
分
過
ぎ
た
所

か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
私
で
も
出
来
る
か
も
し

れ
な
い
と
勇
気
が
湧
き
ま
し
た
。
全
て
は
繋

が
っ
て
い
る
の
で
何
一
つ
無
駄
で
は
な
い
事

に
希
望
が
持
て
ま
す
。
そ
し
て
、「
好
ん
で
、

信
じ
て
、
楽
し
む
」
事
が
大
切
と
教
え
て
下

さ
い
ま
し
た
。
謙
虚
に
、
い
つ
も
笑
顔
で
、

背
中
（
祭
り
の
奉
仕
や
清
掃
の
姿
）
を
見
せ

る
、
そ
ん
な
宮
司
像
が
私
の
理
想
像
と
感
じ

ま
し
た
。

　

一
方
、
宮
司
は
宗
教
法
人
の
長
で
経
営
も

考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
昨
今
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
神
符
守
礼
や
何
某
神
社

権
正
階
検
定
講
習
会
報
告

権
正
階
検
定
講
習
会
報
告

��

～
理
想
の
宮
司
を
模
索
す
る
一
か
月
～

～
理
想
の
宮
司
を
模
索
す
る
一
か
月
～

由
加
神
社　

権
禰
宜　

新　

庄　

友　

美

由
加
神
社　

権
禰
宜　

新　

庄　

友　

美
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祈
祷
済
と
の
記
載
の
物
品
の
通
信
販
売
、
賽

銭
代
行
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
業
者
へ
の
大
量

販
売
に
よ
る
転
売
等
の
諸
問
題
に
つ
い
て
、

講
習
の
中
で
班
毎
の
意
見
交
換
の
時
間
が
あ

り
ま
し
た
。
改
め
て
社
頭
で
の
授
与
、
喜
捨

金
の
相
当
額
、
大
量
購
入
の
危
険
性
、
物
品

販
売
は
充
分
検
討
し
規
定
を
改
定
し
届
出
て

行
う
、納
税
す
る
事
を
確
認
し
合
い
ま
し
た
。

変
わ
り
ゆ
く
時
代
の
中
で
も
神
社
の
尊
厳
、

品
位
を
損
な
う
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
迷
う

事
が
あ
れ
ば
そ
の
都
度
規
定
を
確
認
し
、
神

社
庁
に
相
談
す
る
等
、
慎
重
に
行
い
た
い
と

思
い
ま
す
。

　

お
忙
し
い
中
、
手
作
り
の
多
く
の
教
科

書
、
様
々
な
教
化
活
動
の
具
体
例
の
紹
介
と

そ
の
方
法
、
今
ま
で
何
も
知
ら
ず
に
過
ご
し

て
い
た
事
を
申
し
訳
な
い
と
感
じ
た
宮
中
祭

祀
及
び
内
掌
典
に
つ
い
て
等
、
貴
重
な
講
習

を
頭
に
詰
め
込
ん
だ
一
か
月
で
し
た
。
最
終

日
に
祭
典
に
奉
仕
さ
せ
て
頂
い
た
事
、
県
内

外
の
同
期
の
仲
間
が
出
来
た
事
は
私
の
宝
物

で
す
。
こ
れ
か
ら
も
清
掃
や
奉
仕
の
経
験
を

積
み
重
ね
て
参
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

九
月
十
一
・
十
二
日
と
二
十
五
・
二
十
六
日
の
四
日
間
、

岡
山
県
神
社
庁
に
て
初
任
神
職
研
修
会
が
開
催
さ
れ
た
。

県
内
の
感
染
者
数
は
減
少
傾
向
で
は
あ
っ
た
が
感
染
防

止
対
策
に
は
十
分
留
意
し
て
十
三
名
が
受
講
し
た
。
神

職
と
し
て
の
基
礎
を
学
び
、
自
覚
を
持
つ
た
め
期
間
中

熱
心
に
受
講
し
た
。

　

毎
年
恒
例
の
伊
勢
神
宮
新
穀

感
謝
祭
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
が
収
束
し
な
い
こ

と
か
ら
、
令
和
三
年
度
も
伊
勢

神
宮
崇
敬
会
岡
山
県
本
部
の
役

員
の
み
が
代
表
で
参
列
し
た
。

初

任

神

職

研

修

会

第
三
十
四
回

第
六
十
七
回

伊
勢
神
宮
新
穀
感
謝
祭
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設
占
有
者
に
お
い
て
速
や
か
に
当
該
遺
失
物

を
有
し
て
い
た
方
に
返
還
す
る
、
又
は
警
察

署
長
に
提
出
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

神
社
の
境
内
に
つ
い
て
も
、
管
理
に
当
た
る

者
が
常
駐
す
る
か
等
に
も
よ
り
ま
す
が
、
遺
失

物
法
に
お
け
る
「
施
設
」
に
該
当
す
る
可
能
性

が
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
、
御
相
談
に
お
い

て
も
、
御
相
談
の
神
社
の
境
内
が
遺
失
物
法
に

お
け
る
「
施
設
」
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
神

社
に
お
い
て
腕
時
計
を
拾
っ
た
方
か
ら
交
付
を

受
け
た
上
で
警
察
に
連
絡
す
る
等
し
て
、
遺
失

物
法
に
則
り
対
応
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

も
っ
と
も
、
発
見
場
所
が
遺
失
物
法
に
お

け
る
「
施
設
」
に
該
当
す
る
か
等
の
判
断
に

迷
う
場
合
に
は
、
警
察
に
相
談
し
た
上
で
対

応
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

そ
の
後
、
警
察
に
お
い
て
、
遺
失
物
法
に

則
っ
た
手
続
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

三
、
施
設
管
理
の
難
し
さ

　

落
と
し
物
に
限
ら
ず
、
神
社
施
設
の
管
理

に
当
た
っ
て
は
、
法
律
上
ど
の
よ
う
な
問
題

が
あ
る
か
、
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
く
べ

き
か
等
に
つ
い
て
検
討
の
上
、
適
切
に
行
っ

て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
様
々
な
法
律

が
存
在
す
る
中
で
適
切
に
判
断
し
て
い
く
の

は
難
し
い
場
合
が
あ
る
と
存
じ
ま
す
。

　

神
社
の
施
設
管
理
に
関
し
て
疑
問
等
が
あ

る
場
合
に
は
、
弁
護
士
に
御
相
談
さ
れ
る
こ

と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

〇
議
案
第
一
号　

�

令
和
二
年
度
岡
山
県
神
社
庁

一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算

〇
議
案
第
二
号　

�

令
和
二
年
度
岡
山
県
神
社
庁

別
途
会
計
収
支
決
算

〇
議
案
第
三
号　

�

令
和
二
年
度
岡
山
県
神
社
庁

事
業
会
計
決
算

〇
議
案
第
四
号　
岡
山
県
神
社
庁
財
産
目
録

・�

議
案
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
原
案
の

通
り
承
認
。

・�

議
事
「
そ
の
他
」

　

―�

本
会
議
直
前
に
上
程
を
取
り
止
め
た

「
岡
山
県
神
社
庁
総
務
委
員
会
規
程
の

廃
止
案
」
並
「
岡
山
県
神
社
庁
財
務
委

員
会
規
程
の
廃
止
案
」
に
つ
い
て
、
役

員
は
該
当
部
署

と
相
談
し
な
が

ら
慎
重
に
協
議

を
進
め
て
い
く

方
針
。（
質
問

へ
の
回
答
よ

り
）

令
和
三
年 

定
例
協
議
員
会 

報
告

令
和
三
年
十
一
月
十
一
日
（
木
）

午
後
一
時
三
十
分

於�

岡
山
県
神
社
庁
講
堂

議　
事

補　
足

落
と
し
物
へ
の
対
応

�

―
ど
の
よ
う
に
対
応
す
れ
ば
い
い
？
―

（
相
談
）

　

当
社
に
参
拝
に
来
ら
れ
た
方
が
、
当
社
の
境

内
で
腕
時
計
が
落
ち
て
い
る
の
を
見
つ
け
た
よ

う
で
あ
り
、
当
社
に
そ
の
腕
時
計
を
持
っ
て
き

ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
当
社
と
し
て
は

ど
の
よ
う
に
対
応
す
れ
ば
い
い
で
し
ょ
う
か
。

（
回
答
）

一
、�

落
と
し
物
に
つ
い
て
は
法
律
上
ど
の
よ

う
に
な
っ
て
い
る
？

　

い
わ
ゆ
る
落
と
し
物
、
つ
ま
り
占
有
し
て

い
た
者
の
意
思
に
よ
ら
ず
に
そ
の
所
持
を
離

れ
た
物
で
あ
っ
て
、
盗
品
で
な
い
物
は
、
法

律
上
、
遺
失
物
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

御
相
談
に
お
け
る
腕
時
計
に
つ
い
て
も
、

落
ち
て
い
た
場
所
、
状
況
等
に
も
よ
り
ま
す

が
、
一
般
的
に
は
遺
失
物
で
あ
る
と
判
断
さ

れ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

遺
失
物
に
つ
い
て
は
、
遺
失
物
法
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
従
い
公
告
が
さ
れ
た
後
３
か
月

以
内
に
そ
の
所
有
者
が
判
明
し
な
い
と
き

は
、
拾
得
（
遺
失
物
の
占
有
を
取
得
す
る
こ

と
で
す
。）
し
た
方
が
そ
の
所
有
権
を
取
得

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。そ
の
前
提
と
し
て
、

遺
失
物
を
拾
得
し
た
方
等
は
、
遺
失
物
法
に

則
っ
て
対
応
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

二
、
遺
失
物
法
に
則
っ
た
対
応
と
は
？

　

遺
失
物
法
に
お
い
て
は
、
遺
失
物
を
発
見

し
た
場
所
が
遺
失
物
法
に
お
け
る
「
施
設
」

か
そ
れ
以
外
の
路
上
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
後

の
対
応
が
異
な
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
遺
失

物
法
に
お
け
る
「
施
設
」
と
は
、
建
築
物
そ

の
他
の
施
設
で
あ
り
、
そ
の
管
理
に
当
た
る

者
が
常
駐
す
る
も
の
を
い
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
遺
失
物
を
発
見
し
た
場
所
が
遺
失

物
法
に
お
け
る
「
施
設
」
以
外
の
路
上
で
あ

る
場
合
、
拾
得
者
は
、
速
や
か
に
遺
失
物
を

有
し
て
い
た
方
に
返
還
す
る
、
又
は
警
察
署

長
に
提
出
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

一
方
、
遺
失
物
を
発
見
し
た
場
所
が
遺
失

物
法
に
お
け
る
「
施
設
」
で
あ
る
場
合
、
拾

得
者
は
、速
や
か
に
当
該
遺
失
物
を
当
該「
施

設
」
の
施
設
占
有
者
に
交
付
の
上
、
当
該
施

小
林
や
す
ひ
こ
の

神
社
法
律
相
談

　
近
年
、
県
内
神
社
も
法
律
上
の
ト
ラ
ブ
ル

に
巻
き
込
ま
れ
、
弁
護
士
に
相
談
す
る
ケ
ー

ス
が
出
て
き
て
い
る
こ
と
か
ら
、
小
林
裕

彦
弁
護
士
に
岡
山
県
神
社
庁
の
顧
問
弁
護

士
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
小
林
弁
護
士
に
落
と
し
物
へ
の

対
応
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

岡山県神社庁
顧 問 弁 護 士

小
こ

 林
ばやし

 裕
や す

 彦
ひ こ

岡山市北区弓之町２番15号　弓之町シティセンタービル６階
TEL.086-225-0091　FAX.086-225-0092

小林裕彦法律事務所
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令和2年度　岡山県神社庁

一般会計歳入歳出決算書
（令和2年7月1日～令和3年6月30日）

歳 入 の 部 （単位 ：円）
科　　　　　目 予　算　額 決　算　額 差　異

Ⅰ　�神 饌 及 幣 帛 料 1,470,000 732,400 737,600 

１　�本 庁 幣 1,220,000 602,400 617,600 

２　�神 饌 及 初 穂 料 250,000 130,000 120,000 

Ⅱ　�財 産 収 入 6,000 2,015 3,985 

Ⅲ　�負 担 金 29,536,000 29,341,300 194,700 

１　�神 社 負 担 金 20,675,200 20,532,040 143,160 

２　�神 職 負 担 金 7,384,000 7,332,010 51,990 

３　�支 部 負 担 金 1,476,800 1,477,250 △ 450 

Ⅳ　�交 付 金 78,900,000 78,429,880 470,120 

１　�本 庁 交 付 金 3,500,000 3,879,880 △ 379,880 

２　�神宮神徳宣揚費交付金 75,000,000 74,300,000 700,000 

３　�本 庁 補 助 金 400,000 250,000 150,000 

Ⅴ　�寄 付 金 10,000 60,000 △ 50,000 

Ⅵ　�諸 収 入 6,375,000 8,320,709 △ 1,945,709 

１　�表 彰 金 50,000 62,500 △ 12,500 

２　�預 金 利 子 5,000 186 4,814 

３　�申 請 料 ・ 任 命 料 2,000,000 3,539,000 △ 1,539,000 

４　�会 費 4,020,000 4,206,000 △ 186,000 

５　�雑 収 入 300,000 513,023 △ 213,023 

Ⅶ　�繰 入 金 1,200,000 1,425,730 △ 225,730 

当 期 歳 入 合 計 117,497,000 118,312,034 △ 815,034 

前 期 繰 越 金 21,471,772 21,077,197 394,575 

歳 入 合 計 138,968,772 139,389,231 △ 420,459 

歳 出 の 部 （単位 ：円）
科　　　　　目 予　算　額 決　算　額 差　異

Ⅰ　�幣 帛 料 2,300,000 2,111,500 188,500 

１　�本 庁 幣 2,200,000 2,091,500 108,500 

２　�神 社 庁 幣 100,000 20,000 80,000 

Ⅱ　�神 事 費 400,000 328,101 71,899 

Ⅲ　�事 務 局 費 30,740,000 26,192,776 4,547,224 

１　�表 彰 並 び に 儀 礼 費 1,300,000 1,681,884 △ 381,884 

　⑴　�各 種 表 彰 費 500,000 405,260 94,740 

　⑵　�慶 弔 費 800,000 1,276,624 △ 476,624 

２　�会 議 費 200,000 96,516 103,484 

３　�役 員 関 係 費 120,000 45,626 74,374 

　⑴　�役 員 報 酬 0 0 0 

　⑵　�地 区 会 議 関 係 費 120,000 45,626 74,374 

４　�給料及び福利厚生費 17,970,000 17,509,248 460,752 

　⑴　�給 料 9,150,000 9,096,000 54,000 

　⑵　�諸 手 当 6,100,000 5,957,155 142,845 

　⑶　�各 種 保 険 料 2,600,000 2,423,112 176,888 

　⑷　�職 員 厚 生 費 120,000 32,981 87,019 

５　�庁 費 6,100,000 4,937,867 1,162,133 

　⑴　�備 品 費 500,000 404,690 95,310 

　⑵　�図 書 印 刷 費 950,000 322,685 627,315 

　⑶　�消 耗 品 費 1,400,000 1,052,714 347,286 

　⑷　�水 道 光 熱 費 1,250,000 1,238,136 11,864 

　⑸　�通 信 運 搬 費 900,000 777,382 122,618 

　⑹　�雑 費 1,100,000 1,142,260 △ 42,260 

６　�交 際 費 1,100,000 359,290 740,710 

７　�旅 費 2,800,000 705,670 2,094,330 

８　�維 持 管 理 費 950,000 691,675 258,325 

９　�法 務 対 策 費 200,000 165,000 35,000 

科　　　　　目 予　算　額 決　算　額 差　異

Ⅳ　�指 導 奨 励 費 15,480,000 8,967,327 6,512,673 

１　�教 化 事 業 費 4,158,000 1,885,516 2,272,484 

　⑴　�教 化 費 630,000 261,200 368,800 

　⑵　�広 報 費 960,000 851,999 108,001 

　⑶　�事 業 費 488,000 83,005 404,995 

　⑷　�神 宮 奉 賛 費 700,000 689,312 10,688 

　⑸　�育 成 費 1,380,000 0 1,380,000 

２　�神 社 庁 研 修 所 費 5,700,000 2,866,016 2,833,984 

　⑴　�研 修 費 2,000,000 199,920 1,800,080 

　⑵　�直 階 講 習 費 3,700,000 2,666,096 1,033,904 

３　�祭 祀 研 究 費 1,331,000 538,895 792,105 

４　�各 種 補 助 金 4,291,000 3,676,900 614,100 

　⑴　�神 政 連 関 係 費 135,000 135,000 0 

　⑵　�神 青 協 補 助 金 450,000 450,000 0 

　⑶　�氏 青 協 補 助 金 90,000 90,000 0 

　⑷　�県 教 神 協 補 助 金 90,000 90,000 0 

　⑸　�女子神職会補助金 162,000 162,000 0 

　⑹　�県 敬 婦 連 補 助 金 117,000 117,000 0 

　⑺　�神 楽 部 補 助 金 90,000 90,000 0 

　⑻　�作 州 神 楽 補 助 金 27,000 27,000 0 

　⑼　�支部長懇話会補助金 150,000 0 150,000 

　⑽　�神宮大祭派遣補助金 30,000 0 30,000 

　⑾　�教 誨 師 関 係 費 350,000 122,900 227,100 

　⑿　�団 体 参 拝 補 助 金 200,000 0 200,000 

　⒀　�過疎地域神社活性化助成金 2,300,000 2,293,000 7,000 

　⒁　�地区大会等援助金 100,000 100,000 0 

Ⅴ　�各 種 積 立 金 7,030,000 7,030,000 0 

１　�職員退職給与積立金 1,370,000 1,370,000 0 

２　�正副庁長退任慰労金積立金 160,000 160,000 0 

３　�庁舎管理資金積立金 2,500,000 2,500,000 0 

４　�次期式年遷宮準備金 2,000,000 2,000,000 0 

５　�災 害 見 舞 積 立 金 500,000 500,000 0 

６　�関 係 者 大 会 積 立 金 500,000 500,000 0 

Ⅵ　�神 社 関 係 者 大 会 費 600,000 550,104 49,896 

Ⅶ　�負 担 金 22,329,300 22,180,656 148,644 

１　�本庁災害慰謝負担金 303,150 212,520 90,630 

２　�本 庁 負 担 金 6,366,150 4,462,920 1,903,230 

３　�本 庁 特 別 納 付 金 12,400,000 15,141,536 △ 2,741,536 

４　�支 部 負 担 金 奨 励 費 2,960,000 2,363,680 596,320 

５　�負 担 金 特 別 対 策 費 300,000 0 300,000 

Ⅷ　�渉 外 費 620,000 336,201 283,799 

１　�友 好 団 体 関 係 費 370,000 173,100 196,900 

２　�時 局 対 策 費 100,000 77,000 23,000 

３　�同 和 対 策 費 150,000 86,101 63,899 

Ⅸ　�神宮神徳宣揚費交付金 39,000,000 38,750,000 250,000 

Ⅹ　�大 麻 頒 布 事 業 関 係 費 5,900,000 6,530,819 △ 630,819 

１　�頒 布 事 務 費 500,000 547,147 △ 47,147 

２　�頒 布 事 業 奨 励 費 5,400,000 5,983,672 △ 583,672 

Ⅺ　�御 代 替 奉 祝 費 0 0 0 

Ⅻ　�予 備 費 14,569,472 0 14,569,472 

当 期 歳 出 合 計 （138,968,772） 112,977,484 25,991,288 

次 期 繰 越 金 0 26,411,747 △ 26,411,747 

歳 出 合 計 138,968,772 139,389,231 △ 420,459 

注1　差異は、決算額が予算額に比し、超過した場合△で表示する。

歳入総額� 139,389,231円
歳出総額� 112,977,484円
差引残高� 26,411,747円

↓アミは納品用（別レイヤーにあり）
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庁　　務　　日　　誌　　抄庁　　務　　日　　誌　　抄

７月

１日 月次祭

５日 権正階検定講習会面接

８日 広報部会／神青協清掃奉仕

16日 総代会監査会・役員会

19日 神政連監査会・役員会

20日 教化委員会総会・各部会

26日 祭祀委員会役員会・総会

28日 権正階講師会議／神青協発送作業

29日 神宮大麻頒布担当者合同会議

８月

２日 月次祭

３日 神政連代議員会

５日 二級伝達式／祭祀舞部会／総務委員会（いさお会館）

７日 権正階検定講習会（８／７～９／３）

10日 総代会評議員会（岡山国際ホテル）

19日 監査会／事業部会（いさお会館）

20日 雅楽部会（いさお会館）

23日 支部長懇話会（津山）

25日 役員会（いさお会館）

９月

３日 権正階検定講習会閉講式

６日 月次祭

11日 初任神職研修第１日目

12日 初任神職研修第２日目

13日 中国地区中堅神職研修第１日目

14日 中国地区中堅神職研修第２日目

15日 中国地区中堅神職研修第３日目

16日 中国地区中堅神職研修第４日目

17日 中国地区中堅神職研修第５日目／雅楽部会（いさお会館）

21日 神宮奉賛部会

22日 事業部会／女子神三役会

24日 神宮大麻頒布始奉告祭

25日 初任神職研修第３日目

26日 初任神職研修第４日目

27日 財務委員会

28日 神青協発送作業

29日 役員会／伊勢神宮崇敬会監査会・理事評議員会

10月

１日 月次祭

７日 役員会／身分選考表彰委員会／選挙対策委員会

22日 財務委員会

11月

１日 月次祭

２日 祭祀舞部会

５日 神青協発送作業

11日 役員会／協議員会／女子神役員会

17日 育成部会

18日 新穀感謝祭参拝日

19日 神宮奉賛部会

25日 教養研修会

29日 祭儀部会

令和３年７月１日～令和３年11月30日
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閉 庁 の お 知 ら せ 令和３年12月29日～令和４年１月４日（年末年始）

　

県
内
神
社
に
関
係
す
る
明
治
か
ら
昭
和
初
期
の
資
料

を
岡
山
県
神
社
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
ま
し
た
。

　

掲
載
し
た
の
は
、
国
家
が
神
社
を
管
理
し
て
い
た
明

治
か
ら
昭
和
二
十
年
ま
で
の
時
代
に
神
社
台
帳
の
役
割

を
果
た
し
て
い
た
『
神
社
明
細
帳
』
を
含
む
二
十
点
の

資
料
で
、
主
要
な
資
料
は
次
の
通
り
。

▼『
神
社
明
細
帳
』

　

内
務
省
の
指
示
に
よ
り
明
治
の
初
め
に
各
府
県
が
作

成
し
た
公
文
書
。
岡
山
県
の
場
合
に
は
、
現
在
公
開
資

料
と
し
て
確
認
で
き
る
も
の
は
、
旧
藩
主
の
池
田
家
が

所
蔵
し
て
い
た
備
前
国
の
七
郡
と
美
作
国
の
勝
北
郡
、

勝
南
郡
の
合
計
九
郡
。明
細
帳
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、

各
神
社
の
社
名
、
祭
神
、
由
緒
、
社
家
の
由
来
な
ど
。

▼『
郷
村
社
號
改
訂
見
込
書
』

　

明
治
初
期
に
中
山
神
社
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
も
の

と
見
ら
れ
る
。
こ
の
頃
、
多
数
の
神
社
を
対
象
に
神
社

名
の
変
更
を
検
討
し
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。『
神
社

明
細
帳
』
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
神
社
名
の
変

遷
も
確
認
で
き
る
。

▼『
岡
山
縣
管
内
縣
社
郷
社
村
社
見
込
書　

上
』

　

岡
山
県
庁
が
、
県
社
、
郷
社
、
村
社
に
格
付
け
す
る

候
補
の
神
社
を
一
覧
に
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

　

こ
の
他
に
、
昭
和
十
一
年
、
昭
和
十
七
年
（
～
十
九

年
の
可
能
性
あ
り
）、
昭
和
二
十
五
年
の
神
職
名
簿
も

掲
載
し
ま
し
た
。
皆
さ
ん
の
父
祖
の
代
の
名
前
が
掲
載

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
資
料
は
、
庁
務
を
通
じ
て
そ
の
存
在
を
確

認
し
、
個
別
に
活
用
し
て
き
た
も
の
で
す
。
一
部
の
資

料
以
外
は
、
岡
山
県
立
図
書
館
、
国
立
国
会
図
書
館
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
個
別
に
閲
覧
で
き
ま
す
が
、
岡
山

県
神
社
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
一
括
し
て
閲
覧
で
き
る

こ
と
で
、
神
職
と
神
社
に
興
味
を
持
つ
人
の
利
便
性
を

高
め
る
と
共
に
、
神
社
界
全
体
の
共
有
財
産
と
な
る
よ

う
掲
載
し
ま
し
た
。
閲
覧
、
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
は
自
由
。

　

今
後
も
所
蔵
者
の
許
可
が
得
ら
れ
た
も
の
か
ら
順
次

追
加
掲
載
す
る
予
定
と
し
て
い
ま
す
。

　

昨
年
発
刊
し
ま
し
た
第
一
三
一
号
に
「
特
集　

神
社
合
併
は
必
要
か
」
を
掲
載
し
た
と
こ
ろ
、「
神

社
合
併
を
考
え
て
い
る
の
で
参
考
に
な
っ
た
。」

「
い
ず
れ
合
併
を
考
え
な
い
と
い
け
な
い
。」「
話

が
出
た
の
で
先
ず
は
総
代
さ
ん
に
記
事
を
読
ん

で
も
ら
う
。」
な
ど
と
反
響
が
あ
り
説
明
を
す
る

機
会
も
多
々
あ
り
ま
し
た
。
庁
報
の
記
事
が
実

際
に
役
に
立
っ
て
い
る
の
だ
と
実
感
し
て
嬉
し

く
思
っ
た
瞬
間
で
し
た
。
や
は
り
有
益
な
記
事

を
掲
載
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
決
意

を
新
た
に
し
ま
し
た
。

　

昨
年
、
岡
山
市
の
一
部
地
域
で
賽
銭
盗
難
が

頻
発
し
ま
し
た
。
各
神
社
に
お
か
れ
ま
し
て
も

十
分
警
戒
を
し
て
い
た
だ
き
、
現
状
で
被
害
が

な
い
か
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
ど
ん
な
些
細
な

被
害
で
も
必
ず
管
轄
の
警
察
署
へ
届
け
出
て
く

だ
さ
い
。
警
察
は
巡
回
な
ど
対
応
を
し
て
く
れ

ま
す
。
ま
た
、
各
町
内
会
で
情
報
を
共
有
す
る

こ
と
も
大
切
で

す
。
人
々
の
目
や

意
識
が
抑
止
力
に

な
り
ま
す
。
結
果

的
に
、
こ
の
賽
銭

盗
難
事
件
の
犯
人

は
逮
捕
さ
れ
た
と

聞
き
ま
し
た
。

�

広
報
部
長　

青
江

県
内
神
社
関
係
貴
重
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開

神
社
庁
Ｈ
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